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1．HNS-ESI マップの概要 
OPRC-HNS 議定書は、締約国に対して有害危険物質による海洋環境汚染に対応するため

の国内体制の整備を義務付けており、大規模油流出事故への対応に係る OPRC 条約と同様

に、汚染事故への対応に関する情報の総合的な整備等が求められています。そのため、有

害危険物質流出事故時に生じる環境影響を回避又は最小化する方策の一つとして、OPRC 条

約対応でも実施された ESI マップ作成のような事前情報の整理方法等が、平成 17 年度に検

討されました。その結果を踏まえ、汚染事故に伴う海洋環境への被害の軽減に資すること

を目的として、平成 18～20 年度にかけて全国の海岸を対象に、HNS-ESI マップが整備され

ました。以下にその概要を示します。 

 

2．目的 
「油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」の円滑な推進を図るた

め、有害液体物質、危険物その他の物質による汚染事故の環境への影響を適切に評価し、

環境保全上・社会環境上、重要な海域を予め特定することを目的としています。 

 

3．対象物質 
OPRC-HNS 議定書第 2 条第 2 項において指定される「危険物質及び有害物質」、すなわち

油以外の物質であって、海洋環境に取り込まれた場合に、人の健康を害したり、生物資源

及び海洋生物に被害を及ぼしたり、美観や快適さを損なったり、その他の正当な海洋利用

を妨害したりするおそれのあるもの、としています。具体的には、有害物質又は危険物質

として定義された液状物質、液化ガス、引火点が 60℃以下の液状物質、パッケージ品とし

て運搬される危険物及び有害物、有害物質を含む固体ばら積み物質が挙げられます(図 1)。 

なお、油とは OPRC 条約第 2 条(1)において、「原油、重油、スラッジ、廃油、精製油その

他のあらゆる形態の石油をいう。」と定義されています。また、放射性物質による汚染事件

については、原子力災害対策特別処置法等により国家的な体制が確立されていることから、

国家緊急時計画の対象とはされていません。 

 

4．評価の対象 
地域的な生態系及び社会環境に対する短期・長期的な影響を評価対象としています。 

 

5．利用者 
利用者は、事故時に関係行政機関に対して事故海域周辺の自然環境・社会環境の情報を

提供する環境省及び地方自治体の環境関連の担当者を主とします。(利用者が防除計画の策

定及び防除作業を実施する海上保安庁等の担当者に対して情報提供する場合も含む。) 

 

6．利用方法 
HNS-ESIマップは以下のフェーズにおいて活用されることを想定して作成されています。 

① 油のように粘性が高く浮遊・漂流する物質の流出事故において、オイルフェンス展

張海域など、防除作業重点地域の迅速な判断・決定のために使用する。 

② 事故周辺海域の立入制限解除後、被災した野生生物の救護や被害実態調査のための
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基礎資料として用いる。 

③ 汚染海域の浄化・回復・モニタリング等の計画策定時の基礎資料として用いる。 

④ 平時においては、各地方自治体が大規模油等流出事故に対する防災計画等を策定す

る際の基礎資料として活用する。 

また、事故対応フローチャートの例（脆弱沿岸海域図が活用可能な事項をあわせて示す）

を図 2 に示します。図 2 では、物質が海洋に流出した際の４つの基本的な挙動パターン(揮

発、浮遊、溶解、沈降)について事故対応フローを整理しています。流出物質が複数の挙動

を示す場合には、各挙動の対応事項の優先順位等を勘案しながら組み合わせることを想定

しています。 

 

図 1 OPRC-HNS 議定書の対象物質と SOLAS 条約及び海洋汚染防止法上の対象物質の関係 
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図 2 有害危険物質流出時の事故対応フローチャート例(環境保全を念頭に置いた場合) 
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7．HNS-ESI マップの種類と作成方法 
HNS-ESI マップは、物質の環境中での挙動(揮発・溶解)別に地形・生態区分・生物対象群

に対応する３種類のマップを作成しています(表 1)。各 HNS-ESI マップは、ESI マップの作

成用に収集された情報を用いて作成しました。脆弱性の評価は、ESI マップと同様に、①海

岸線区分(約 1km)毎に各 HNS-ESI マップの評価項目(表 2～表 5)についてそれぞれの基準

(生物の貴重性等)で 0～5 の素点(表 6)を求め、②それらに対して小項目・中項目の重みを乗

じて評点を集計する、という手順で行われました。評価の一例を表 7 に示します。脆弱性

の評点は ESI マップと同様に、5 段階で色分け表示しています。 

 

表 1 HNS-ESI マップを作成した項目(グレーで示した項目) 

   大項目 
挙動 

地形 生態区分 生物対象群 保全地域及
びレジャー 

その他の産
業 

大気へ揮発す
る場合 

評価対象外
※1 

HNS-ESI マッ
プ作成 

HNS-ESI マッ
プ作成 

流出油版を
使用※6 

流出油版を
使用※6 

海 表 面 に 浮
遊・漂流する
場合 

流出油版を
使用※2 

流出油版を
使用※2 

流出油版を
使用※2 

流出油版を
使用※6 

流出油版を
使用※6 

海水に溶解す
る場合 

HNS-ESI
マップ作成 

流出油版を
使用※3 

HNS-ESI マッ
プ作成 

流出油版を
使用※6 

流出油版を
使用※6 

海底へ沈降す
る場合 

流出油版を
使用※4 

流出油版を
使用※3 

海水に溶解
する場合を
使用※5 

流出油版を
使用※6 

流出油版を
使用※6 

※1：海岸線の基質等によって、揮発する物質の環境への影響が異なることはないと考えら

れるため、脆弱性評価の対象外とした。 

※2：油と同様に海表面に浮遊・漂流する物質が流出した場合には、ESI マップを使用する。 

※3：海水に溶解する物質及び海底へ沈降する物質の生態区分に対する影響過程は、油と同

様と考えられるため、ESI マップを使用する。 

※4：海底へ沈降する物質が波浪等で海岸に漂着した場合の残留性や除去の困難さ等は、油

と同様と考えられるため、ESI マップを使用する。 

※5：海底へ沈降する場合の生物対象群の脆弱性は、海水に溶解する場合の脆弱性と評価項

目の類似点が多いため、海水に溶解する場合の HNS-ESI マップを使用する。 

※6：社会環境(保全地域、レジャー利用、その他の産業)については、物質の挙動に応じて

評価できるほど、それぞれの利用の範囲(利用が海中まで及ぶかどうかなど)に関する

情報が十分に把握できていない。従って、当面は ESI マップを使用することが適当で

あると思われる。 
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表 2 大気へ揮発する場合の生態区分の評価項目と重み付け 

大項
目 

中項
目 

小 項 目  小項目の
重み付け

中項目の
重み付け

環境影響のシナリオ※ 

生 干 潟 1  

 塩性湿地 1  

態 藻場 1  

 河 口 1 3 

区 ｢自然環境保全法｣に基づ
く指定地域及びラムサー
ル条約による指定地域 

1  

分 その他注意すべき重要な
場所 

1  

 鳥獣保護区及び漁業の操
業禁止区域等 

1  

揮発する物質が流出した場合

には、ガスが海岸方向もしく

は沖合方向へと移動すること

が想定される。その場合、特

に海岸付近に生息する生物に

対する短期的な影響が大きい

と考えられる。揮発した物質

は風で拡散され、長期的な影

響はないと考えられる。 

※：すべての影響過程が科学的に系統立てて把握されているわけではない。 

 

表 3 海水に溶解する場合の地形の評価項目と重み付け 

大項
目 

中項
目 

小 項 目  小項目の
重み付け

中項目の
重み付け

環境影響のシナリオ※ 

 海底
地形 

遠浅・急深 1 2 

地 流入
河川 

淡水流入量 1 -1 

 潮汐 海面高の変動 1 1 

形 閉鎖・開放性 1 

入り組み度 2  

 

滞留
性 平均波浪エネル

ギー 
-1 

 

2 

溶解する物質が流出した場合、汚染さ

れた海水は事故海域にとどまるか、海

流の影響をうけて海岸・沖合方向へ輸

送、もしくは混合の状態により鉛直方

向へ輸送される。事故海域が閉鎖性海

域の場合には、汚染された海水は長期

に事故海域にとどまると推測される。

※：すべての影響過程が科学的に系統立てて把握されているわけではない。 

 

表 4 大気へ揮発する場合の生物対象群の評価項目と重み付け) 

大項
目 

中項
目 

小 項 目  小項目の
重み付け

中項目の
重み付け

環境影響のシナリオ※ 

 植物群落 1  

生 鳥 類 4  

物 昆虫類 4  

対 

象 

両生類 

は虫類(陸生のみ) 

4 3 

群 哺乳類(陸生のみ) 4  

 その他の重要な生物
群集及び生物種 

1  

揮発する物質が流出した場合に

は、ガスが海岸方向もしくは沖合

方向へと移動することが想定さ

れる。その場合、特に海岸付近に

生息する哺乳類、鳥類、両生類・

は虫類、昆虫に対する短期的な影

響が大きいと考えられる。揮発し

た物質は風で拡散され、長期的な

影響はないと考えられる。 

※：すべての影響過程が科学的に系統立てて把握されているわけではない。 

 



 6

表 5 海水に溶解する場合※1の生物対象群の評価項目と重み付け 

大項
目 

中項
目 

小 項 目  小項目の
重み付け

中項目の
重み付け

環境影響のシナリオ※2 

生 鳥 類 1  

物 は虫類 

(海生のみ) 

4  

対 哺乳類 

(海生のみ) 

4 3 

象 魚類・底生生
物 

4  

群 その他の重要
な生物群集及
び生物種 

1  

溶解する物質が流出した場合、汚染さ

れた海水は事故海域にとどまるか、海

流の影響をうけて海岸・沖合方向へ輸

送、もしくは混合の状態により鉛直方

向へ輸送される。その際、水生生物、

海生哺乳類、両生類・は虫類、および

潮間帯生物に対する影響が大きいと

考えられる。事故海域が閉鎖性海域の

場合には影響が長期に及ぶと推測さ

れる。生物蓄積性または難分解性の物

質については、より上位種における生

物濃縮等による影響も推察される。

※1：海水に溶解する場合の評価結果は、海底に沈降する場合にも参照される。流出物が海

底に沈降する場合には、海底を被覆もしくは海底に堆積することで水生生物、海生哺乳

類、両生類・は虫類に対する影響が推測される。また、海流の影響で沈降した物質が輸

送され、海岸に漂着することも想定される。その場合には潮間帯生物への影響も大きい

と考えられる。また、沈降した物質が徐々に溶解することで長期の影響が推測される。 

※2：すべての影響過程が科学的に系統立てて把握されているわけではない。 
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表 6(1) 脆弱性の評価項目及び基準の詳細(地形) 

評点の目安 備考 
大項目 中項目 小項目 評価項目 

0 1 2 3 4 5  

海底 

地形 

遠浅・急深 平均的な海岸勾

配 

－ 1/1 を超える 1/5～1/1 以下 1/20～1/5以下 1/100～1/20 以下 1/100 以下  

流入 

河川 

河川流入量 平水時の河川流

量 

河川はな

い 

0.1m3/s 未満 0.1～1m3/s 未満 1～10m3/s 未満 10～100m3/s 未満 100m3/s 以上 ﾃﾞｰﾀのないものは

類似の河川と比較 

潮汐 海面高の変動 2(Hm2+Hs2)
1 － 0.25m 未満 0.25～0.5m 未

満 

0.5～1.0m未満 1.0～1.5m 未満 1.5m 以上  

閉鎖・開放性 閉鎖度を示す数

値 

－ 0.5 未満 0.5～1 未満 1～2未満 2～3未満 3 以上 N,P 規制で該当

する海域のみ2 

入り組み度 直線海岸長(L1)

と実際の海岸長

(L2)の比(L2/L1)

－ 1～1.25 未満 1.25～1.5 未満 1.5～2 未満 2～3未満 3 以上  

 

地 

 

 

 

形 

 

 

滞留性

平均波浪エネルギー 平均的な波の強

さ(kW/m) 

0 0～3 未満 3～6.5 未満 6.5～10 未満 10～13.6 未満 13.6 以上  

 

 

                                                  
1 潮汐の大きさは大潮や小潮等で変化すますが、一般には、半日周期の成分(月に起因する m2 成分と太陽に起因する s2 成分)が大きいので、これらの和をもっておよその潮汐変動と

解釈することが多くなっています。なお和を 2倍して干潮から満潮までの変動幅を得ています。 
2 ｢窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域(平成五・八・二七、環告六七)｣の第一に記載されている海域です。 
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表 6(2)  脆弱性の評価項目及び基準の詳細(生態区分および生物対象群) 

評点の目安 備考 
大項目 中項目 小項目 評価項目 

0 1 2 3 4 5  

も場 なし 14m 未満 50m 未満 140m 未満 400m 未満 400m 以上  

干潟 なし 12m 未満 44m 未満 145m 未満 520m 未満 520m 以上  

塩性湿地 なし 21m 未満 115m 未満 390m 未満 1000m 未満 1000m 以上  

サンゴ礁 

海岸全面の

厚み3 

なし 60m 未満 160m 未満 390m 未満 850m 未満 850m 以上  

ラムサール条約によ

指定地域など 

海岸線と接

する長さ 

なし 21m 未満 115m 未満 390m 未満 1000m 未満 1000m 以上  

鳥獣保護区など 海岸線と接

する長さ 

なし 50m 未満 100m 未満 500m 未満 1000m 未満 1000m 以上  

保
護
区
な
ど 

その他の重要な場所 

(ウミガメ、海鳥等) 

生物対象群の調査結果から各都道府県の判断により重要であると考えた場所が位置する海岸区

分に対して、重要性に応じて 1～5点の評点付けを行う 

 

生
態
区
分 

河口 河口の長さ なし 75m 未満 165m 未満 350m 未満 720m 未満 720m 以上  

植物群落 

鳥類 

昆虫類 

両生類・は虫類 

哺乳類 

魚類・底生生物 

生
物
対
象
群 その他の重要な生物群集及

び生物種 

海岸線の長

さに対する

分布域の長

としての割

合 

重 要 な 生

物 は 分 布

しない 

左 記 以 外

の 生 物 が

分布する 

絶滅のお

それのあ

る地域個

体群及び

評価する

だけの情

報が不足

している

種が分布

する 

準 絶 滅 危

惧 種 が 分

布する 

絶 滅 危 惧

種 Ⅱ 類 が

分布する 

絶滅種、野生

絶滅、絶滅危

惧種ⅠA 類、

ⅠB 類、ある

いは天然記

念物該当種

が分布する 

場所の特性

(繁殖地、採

餌場所等)に

応じて評点

は変更して

いる(±2 以

内)  

 

 

                                                  
3 対象となる生態区分の分布範囲の大きさを示しています（平均厚さ(W0)=対象海岸区分の前面に存在する生態分布の生態系面積(A)／対象海岸区分の長さ(l1)）。 
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表 7 地形の評点の計算例 

大項
目 

中項目 小 項 目  データ 素点 
小項目
の重み 

中項目
の重み 

評点

 海底地形 遠 浅 ・ 急 深  1/100 5 1 2 10

地 流入河川 河 川 流 入 量  0m3/s 0 1 -1 0

 潮 汐 海 面 高 の 変 動  0.7m 3 1 1 3

形 閉 鎖 ・ 開 放 性  N,P規制
海域外

0 1 0

入 り 組 み 度  1.2 1 2 4 

滞 

留 

性 
平均波浪エネルギー 14kW/m 5 -1 

2 

-10

     総合計  7

 

8．各 HNS-ESI マップの概要 
①地形に関する評価図の概要(海水に溶解する場合) 

海底の地形や河川からの淡水流入などに関する資料をもとに、流出した物質の海域での

残留性を評価しています。評価値が大きいほど(脆弱性が高いほど)、物質の残留性が高い海

域であることを示しています。 
 

②生態区分に関する評価図の概要(大気へ揮発する場合) 

干潟、塩性湿地、鳥獣保護区などに関する資料をもとに、これらの分布域の広さを目安

に被害や影響の大きさを評価したものです。 

 
③生物対象群に関する評価図の概要(大気へ揮発する場合及び海水に溶解する場合) 

植物、鳥類、昆虫類、両生・は虫類、哺乳類、魚類に関する資料をもとに、野生生物が

多く分布する場所を目安に被害や影響の大きさを評価したものです。 

 

④保全地域及びレジャー利用に関する評価図の概要 

有害危険物質による汚染は沿岸の自然環境に多大な影響を与えると同時に、自然とふれ

あう場を破壊することによって人間の生活にも影響を及ぼします。自然公園の位置、史跡

名勝天然記念物、文化財や重要伝統的建造群等の保存地区の分布の情報を各都道府県から

収集し、脆弱性を評価しています。 
 
⑤その他の産業に関する評価図の概要 

取水施設、港湾施設、塩田などのその他の産業施設の位置から脆弱性を評価しています。

特に取水施設は産業利用のうちでも特に油汚染の影響を受けやすいと考え、取水量、取水

深度などから脆弱性を求めています。 
 
なお、化学物質の生態系への影響過程は複雑で未だ全てが解明されたわけではなく、脆

弱性の評価も困難です。そのため、想定される影響シナリオに沿ってできるだけ多種類の

項目を取り上げて、現状の知見の不確実性を補うように考えています。 


